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資料５ 



① 塩化アリルによる健康障害を防止するための指針（案） 

指針の定める事項 具体的内容 

１ 趣旨 

  この指針は、塩化アリル又は塩化アリルを含有

するもの（塩化アリルの含有量が重量の１パーセ

ント以下のものを除く。以下「塩化アリル等」とい

う。）を製造し、又は取り扱う業務に関し、塩化アリ

ルによる労働者の健康障害の防止に資するた

め、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき

措置について定めたもの。 

 

２ 対象物質の概要 

（１） 物理化学的情報 

当該物質は常温で無色の液体であるが、特

徴的な臭気（ニンニクに似た刺激臭）がある

ため、判別は可能である。 

常温（20℃）で液体であるが、沸点が低く、蒸

気圧も非常に高いため、蒸発したガスを吸入し

ないよう、注意が必要である。強酸化剤、アルミ

ニウム、マグネシウム、亜鉛などの金属と激しく

反応する。燃焼により、一酸化炭素、二酸化炭

素、塩化水素を発生する。 

また、脂溶性が比較的高い物質であるため、

体内に蓄積し、慢性的健康障害を発現する懸

念がある。 

○ 塩化アリルの基本情報 

CAS 番号 107-05-1 

性状 無色透明液体 

融点 -135℃ 

沸点 45℃ 

蒸気圧（20℃） 39.3kPa 

溶解性（水・20℃） 0.36g/100ml 

分配係数（logPow） 1.5 

引火点 -32℃（密閉式） 
 

（２） 有害性にかかる情報 

塩化アリルについては、国が実施した吸入

によるがん原性試験において、膀胱の移行上

皮及び甲状腺に癌又は腫瘍の発生が確認さ

れた。 

また、その他の主要な有害性は、以下のと

おりである。 

① ヒトへの影響では、痛みと角膜の損傷を伴

う重度の刺激性を示し、失明の可能性。 

② 単回ばく露で、肺水腫等の情報。 

③ 反復ばく露では衰弱、感覚異常、末端の麻

痺、慢性的なばく露により腎臓毒性(糸球体

の膜透過性の変化、尿細管の変性、乏尿、

排尿時の痛み、夜間頻尿)、神経障害 (手、

 

○ 塩化アリルの有害性 

  MSDS に記載された有害性情報は以下のとお

りである（モデル MSDS を添付）。 

急性毒性（吸入） 区分３ 

皮膚腐食性／刺激性 区分 1A-1C 

眼の重篤な損傷性／刺激性 区分１ 

皮膚感作性 分類できない 

生殖毒性 区分２ 

特定標的臓器／全身毒性 

（単回ばく露） 

区分１ 

区分３（麻酔

作用） 

特定標的臓器／全身毒性 

（反復ばく露） 

区分１ 

 

※ 具体的内容については、今後の検討を踏まえ、情報を追加（又は修正）する。 



瞼のふるえ、腱や骨膜反射の増加、多汗、低

体温、チアノーゼ、睡眠障害、四肢の感覚異

常)、心血管系への影響(心筋の収縮の減少

と心音の低下及び心雑音、痛み)、肝機能の

変化等の事例がある。 

（３） 用途にかかる情報 

    工業化学品、農薬、医薬品、香料その他の

有機合成原料として使用されている。 

 

 

２ 塩化アリルへのばく露を低減するための措置に

ついて 

  塩化アリル等を製造し、又は取り扱う業務につ

いては、次の措置を講ずること。 

（１） 労働者の塩化アリルへのばく露の低減を図

るため、当該事業場における塩化アリル等の

製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作

業の態様等を勘案し、必要に応じ、リスクアセ

スメントを実施し、この結果に基づいて、次に

掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に

係る措置その他必要な措置を講ずること。 

 

 

ア 作業環境管理 

(ア) 使用条件等の変更 

 

(イ) 作業工程の改善 

(ウ) 設備の密閉化 

(エ) 局所排気装置等の設置 

 

（オ）その他の必要な措置 

 

 

 

イ 作業管理 

作業管理を推進するにあたっては、単位作

業場において作業管理を指揮する者の選任

を行う。作業管理を指揮する者は以下を実施

する。 

 

 

 

 

 

○ リスクアセスメントの実施 

リスクアセスメントを実施するに当たっては、安  

衛法第 28 条の２第２項に基づき「化学物質等によ

る危険性又は有害性等の調査に関する指針」を参

考に実施する。 

 

○ 作業環境管理 

・使用条件等の変更には塩化アリルの使用温度

を下げるなどして、揮発量を抑える方法がある。 

 

 

・局所排気装置等には、局所排気装置、プッシュ

プル型換気装置及び全体換気装置を含む。 

・その他必要な措置には、有毒性の少ない代替物

質への変更、形状の変更、隔離室での遠隔操作

等がある。 

 

○ 作業管理を指揮する者の養成等にかかる記

述を予定。 

 

 

 

 

 



(ア) 労働者が塩化アリルにばく露されないよ

うな作業位置、作業姿勢又は作業方法の

選択 

(イ)塩化アリルにばく露される時間の短縮 

(ウ) 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保

護手袋等の保護具の使用 

 

 

○ 適切な保護具（例） 

塩化アリルによるばく露の低減を図る上、適

切な保護具としては以下のものがある。 

呼吸用保

護具 

送気マスク、（作業時間が短

い場合）有機ガス用防毒マス

ク。 

保護衣 不浸透性で全身を防護するも

の 

保護手袋 EVOH(エチレン―ビニルアル

コール共重合体)製か、ボリビ

ニルアルコール製 

 

○ 保護具に係る規格 

   なお、保護具については以下の日本工業規

格が設定されており、これら規格を参考に適切

な保護具を着用する必要がある。 

 

呼吸用保護具 ＪＩＳＴ８１５１等 

化学防護服 ＪＩＳＴ８１１５ 

化学防護手袋 ＪＩＳＴ８１１６ 

化学防護長靴 ＪＩＳＴ８１１７ 

保護眼鏡 ＪＩＳＴ８１４７ 

 

 

 

 

 

 

（２） 上記（１）によりばく露を低減するための装置

等の設置等を行った場合、次により当該装置

等の管理を行うこと。 

  ア 局所排気装置等については、作業が行わ

れている間、適正に稼働させること。 

 

イ 局所排気装置等については、定期的に保

守点検を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 局所排気装置等の稼働要件 

（稼働要件として制御風速等を記述予定） 

 

○ 局所排気装置等の保守点検については「局

所排気装置の定期自主検査指針及びプッシュ

プル型換気装置の定期自主検査指針」（平成



 

 

 

 

ウ 塩化アリル等を作業場外へ廃棄する場合

は、当該物質を含有する排気、排液等によ

る事業場の汚染の防止を図ること。 

 

20 年労働安全衛生法第 45 条第３項の規定に

基づく自主検査指針公示第１号）が公示されて

いるので、これを参考に保守点検を推進する。 

 

 

○ 汚染防止 

  （所管省との調整の上、適切な廃棄にかかる

留意事項を記述予定） 

（３） 保護具については、同時に就業する作業者

の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔

に保持すること。また、送気マスクを使用させ

たときは、当該労働者が有害な空気を吸入し

ないように措置すること。 

 

（４） 次の事項について当該作業に係る作業基

準を定め、これに基づき作業させること。 

  ア 設備、装置等の操作、調整及び点検 

  イ 異常な事態が発生した場合における応急の

措置 

   

 

 

 

 

 

 

ウ 保護具の使用  

 

 

 

○ 応急措置の基準の内容 

応急措置として掲げるべき内容を記述予定 

（記述項目は以下を予定）。 

吸入した場合 

皮膚に付着した場合 

目に入った場合 

飲み込んだ場合 

予想される急性症状及び遅発性症状 

 

 

３ 作業環境測定について 

 塩化アリル等を製造し、又は取り扱う業務につ

いては、次の措置を講ずること。 

（１） 屋内作業場について、塩化アリルの空気中 

における濃度を定期的に測定すること。 

   測定は６月以内ごとに１回実施することが

望ましい。 

 

 

 

○ 測定法 

測定方法 固体捕集方法 

分析法 ガスクロマトグラフ分

析法 
 



（２） 作業環境測定を行ったときは、当該測定結

果の評価を行い、その結果に基づき施設、設

備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。

これらの結果に基づき、必要に応じて使用条

件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改

善その他作業環境改善のための措置を講ずる

とともに、呼吸用保護具の着用その他労働者

の健康障害を予防するため必要な措置を講ず

ること。 

 

 

○ 個人ばく露測定、作業環境測定基準に基づく

Ａ測定を実施した場合に評価に活用できる参考

値は以下のとおり。なお、TLV は発がんを防止

する観点で決められたものではないが、評価上

参考にできる数値として示したものである。 

管理濃度 未設定 

TLV-TWA  

TLV-STEL 

（ACGIH2005） 

1ppm （3mg/m3） 

2ppm （6mg/m3） 

日本産業衛生学会 設定無し 
 

（３） 作業環境測定等の結果及び結果の評価の

記録を３０年間保存することが望ましい。 

  

４ 労働衛生教育について 

（１） 塩化アリル等を製造し、又は取り扱う業務に

従事している労働者及び当該業務に従事させ

ることとなった労働者に対して、次の事項につ

いて労働衛生教育を行うこと。 

ア 塩化アリルの性状及び有害性 

イ 塩化アリル等を使用する業務 

ウ 塩化アリルによる健康障害、その予防方法

及び応急措置 

エ 局所排気装置その他の塩化アリルへのば

く露を低減するための設備及びそれらの保

守、点検の方法 

オ 作業環境の状態の把握 

カ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守

管理 

キ 関係法令 

 

○ 教育に当たっては、化学物質等安全データシ

ート（ＭＳＤＳ）を活用すること。 

 

○ 左の事項に係る労働衛生教育の時間は 4.5時

間以上とすること。  



５ 塩化アリル等の製造等に従事する労働者の把

握について 

塩化アリル等を製造し、又は取り扱う業務に常

時従事する労働者について、1 月を超えない期間

ごとに従事した業務等にかかる記録をとるととも

に、30 年間保存することが望ましい。 

  

 

 

○ 作業記録の内容 

① 労働者の氏名 

② 従事した業務の概要及び当該業務に従事し

た期間 

③ 塩化アリルにより著しく汚染される事態が生

じたときは、その概要及び講じた応急措置の

概要  

 

６ 危険有害性等の表示について 

  労働安全衛生法第５７条の２及び第１０１条第２

項に基づき、化学物質等安全データシートの交付

及び労働者への有害性の周知等を行うほか、「化

学物質等の危険有害性等の表示に関する指針

（平成４年労働省告示第６０号）」に基づき、容器、

包装等にラベルを付す等により必要な事項を表

示すること。 

 

 

○ 国が作成したモデル MSDS の所在等を記述 

 

 

 

 

 

 

○ 参考として、がん原性試験結果の概要を添付

予定。 

 



② オルト－フェニレンジアミン及びその塩による健康障害を防止するための指針（案） 

指針の定める事項 具体的内容 

１ 趣旨 

  この指針は、オルト－フェニレンジアミン及びそ

の塩（以下「オルト－フェニレンジアミン類」とい

う。）又はオルト－フェニレンジアミン類を含有する

もの（オルト－フェニレンジアミン類の含有量が重

量の１パーセント以下のものを除く。以下「オルト

－フェニレンジアミン類等」という。）を製造し、又

は取り扱う業務に関し、オルト－フェニレンジアミ

ン類による労働者の健康障害の防止に資するた

め、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき

措置について定めたもの。 

 

 

２ 対象物質の概要 

（１） 物理化学的情報 

 ア オルト－フェニレンジアミン 

当該物質は茶～黄色の結晶である。 

常温（20℃）で固体であるが、加熱により刺

激性若しくは有毒ガスを発生する。 

 

 イ オルト－フェニレンジアミン二塩酸塩 

   当該物質は白色結晶性粉末である。 

   常温（20℃）で固体である。 

○ オルト－フェニレンジアミンの基本情報 

CAS 番号 95-54-5 

性状 茶～黄色の結晶 

融点 103-104℃ 

沸点 256-258℃ 

蒸気圧（20℃） 0.0013kPa 

溶解性（水・35℃） 0.4g/100ml 

分配係数（logPow） 0.15 

引火点 156℃（密閉式） 

 

○ オルト－フェニレンジアミン二塩酸塩の基本情

報 

CAS 番号 615-28-1 

性状 白色結晶性粉末 

融点 258℃ 

溶解性 水に可溶 
 

（２） 有害性にかかる情報 

オルト－フェニレンジアミン二塩酸塩につい

ては、国が実施した経口（混水）によるがん原

性試験において、肝細胞癌と肝細胞腺腫等の

発生が確認された。 

また、その他の主要な有害性は、以下のと

おりである。 

① ヒトへの影響では、皮膚感作性、眼刺激性

 

○ オルト－フェニレンジアミンの有害性 

  MSDS に記載された有害性情報は以下のとお

りである（モデル MSDS を添付）。 

急性毒性（吸入） 区分４（経

口） 

区分２（吸

入） 

※ 具体的内容については、今後の検討を踏まえ、情報を追加（又は修正）する。 



を示すとの情報。 

② 単回ばく露で、眼を刺激し、皮膚、気道の

軽度刺激。メトヘモグロビン血症、関心薄弱、

横紋筋融解症、急性腎不全、膝窩変色、中

枢神経系、筋肉、肝臓に障害、尿細管変性、

腎間質水腫、肝細胞壊死、気管支肺炎、聴

覚失調、呼吸困難、腎障害等の事例がある。 

③ 反復ばく露では、鼻腔刺激、呼吸困難、血

中ハインツ小体、脈管炎、肺鬱血、腎肥大、

糸球体腎炎等の事例がある。 

吸入すると生

命に危険（粉

じん） 

皮膚腐食性／刺激性 区分３ 

眼の重篤な損傷性／刺激性 区分２Ａ 

皮膚感作性 区分１ 

生殖細胞変異原性 区分２ 

特定標的臓器／全身毒性 

（単回ばく露） 

区分１（血

液） 

区分２（呼吸

器、神経系、

腎臓、筋肉、

肝臓） 

特定標的臓器／全身毒性 

（反復ばく露） 

区分２ 

 

（３） 用途にかかる情報 

   農薬、防錆剤、ゴム薬、医薬、顔料の原料と

して使用されている。 

 

 

２ オルト－フェニレンジアミン類へのばく露を低減

するための措置について 

  オルト－フェニレンジアミン類等を製造し、又は

取り扱う業務については、次の措置を講ずること。 

（１） 労働者のオルト－フェニレンジアミン類への

ばく露の低減を図るため、当該事業場におけ

るオルト－フェニレンジアミン類等の製造量、

取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様

等を勘案し、必要に応じ、リスクアセスメントを

実施し、この結果に基づいて、次に掲げる作業

環境管理に係る措置、作業管理に係る措置そ

の他必要な措置を講ずること。 

 

ア 作業環境管理 

(ア) 使用条件等の変更 

 

 

(イ) 作業工程の改善 

(ウ) 設備の密閉化 

 

 

 

 

 

 

 

○ リスクアセスメントの実施 

リスクアセスメントを実施するに当たっては、安  

衛法第 28 条の２第２項に基づき「化学物質等によ

る危険性又は有害性等の調査に関する指針」を参

考に実施する。 

 

○ 作業環境管理 

・使用条件等の変更にはオルト－フェニレンジアミ

ン類の使用温度を下げるなどして、揮発量を抑え

る方法がある。 

 

 



(エ) 局所排気装置等の設置 

 

（オ）その他の必要な措置 

 

 

 

イ 作業管理 

作業管理を推進するにあたっては、単位作

業場において作業管理を指揮する者の選任

を行う。作業管理を指揮する者は以下を実施

する。 

 

(ア) 労働者がオルト－フェニレンジアミン類に

ばく露されないような作業位置、作業姿勢

又は作業方法の選択 

(イ) オルト－フェニレンジアミン類にばく露さ

れる時間の短縮 

(ウ) 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保

護手袋等の保護具の使用 

 

・局所排気装置等には、局所排気装置、プッシュ

プル型換気装置及び全体換気装置を含む。 

・その他必要な措置には、有毒性の少ない代替物

質への変更、形状の変更、隔離室での遠隔操作

等がある。 

 

○ 作業管理を指揮する者の養成等にかかる記

述を予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 適切な保護具（例） 

オルト－フェニレンジアミン類によるばく露の

低減を図る上、適切な保護具としては以下のも

のがある。 

呼吸用保

護具 

送気マスク、防じん機能付き

防毒マスク、防じんマスクの

使用が可能。 

保護衣 情報収集中 

保護手袋 情報収集中 

 

○ 保護具に係る規格 

   なお、保護具については以下の日本工業規

格が設定されており、これら規格を参考に適切

な保護具を着用する必要がある。 

 

呼吸用保護具 ＪＩＳＴ８１５１等 

化学防護服 ＪＩＳＴ８１１５ 

化学防護手袋 ＪＩＳＴ８１１６ 

化学防護長靴 ＪＩＳＴ８１１７ 

保護眼鏡 ＪＩＳＴ８１４７ 
 



（２） 上記（１）によりばく露を低減するための装置

等の設置等を行った場合、次により当該装置

等の管理を行うこと。 

  ア 局所排気装置等については、作業が行わ

れている間、適正に稼働させること。 

 

イ 局所排気装置等については、定期的に保

守点検を行うこと。 

 

 

 

 

 

ウ オルト－フェニレンジアミン類等を作業場

外へ廃棄する場合は、当該物質を含有する

排気、排液等による事業場の汚染の防止を

図ること。 

 

 

 

 

○ 局所排気装置等の稼働要件 

（稼働要件として制御風速等を記述予定） 

 

○ 局所排気装置等の保守点検については「局

所排気装置の定期自主検査指針及びプッシュ

プル型換気装置の定期自主検査指針」（平成

20 年労働安全衛生法第 45 条第３項の規定に

基づく自主検査指針公示第１号）が公示されて

いるので、これを参考に保守点検を推進する。 

 

 

○ 汚染防止 

  （所管省との調整の上、適切な廃棄にかかる

留意事項を記述予定） 

（３） 保護具については、同時に就業する作業者

の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔

に保持すること。また、送気マスクを使用させ

たときは、当該労働者が有害な空気を吸入し

ないように措置すること。 

 

（４） 次の事項について当該作業に係る作業基

準を定め、これに基づき作業させること。 

  ア 設備、装置等の操作、調整及び点検 

  イ 異常な事態が発生した場合における応急の

措置 

   

 

 

 

 

 

 

ウ 保護具の使用  

 

 

 

○ 応急措置の基準の内容 

応急措置として掲げるべき内容を記述予定 

（記述項目は以下を予定）。 

吸入した場合 

皮膚に付着した場合 

目に入った場合 

飲み込んだ場合 

予想される急性症状及び遅発性症状 

 

 



３ 作業環境測定について 

 オルト－フェニレンジアミン類等を製造し、又は

取り扱う業務については、次の措置を講ずること。 

（１） 屋内作業場について、オルト－フェニレンジ

アミン類の空気中における濃度を定期的に測

定すること。 

   測定は６月以内ごとに１回実施することが

望ましい。 

 

 

 

○ 測定法 

測定方法 ろ過捕集方法 

分析法 高速液体クロマトグ

ラフ分析法 
 

（２） 作業環境測定を行ったときは、当該測定結

果の評価を行い、その結果に基づき施設、設

備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。

これらの結果に基づき、必要に応じて使用条

件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改

善その他作業環境改善のための措置を講ずる

とともに、呼吸用保護具の着用その他労働者

の健康障害を予防するため必要な措置を講ず

ること。 

 

 

○ 個人ばく露測定、作業環境測定基準に基づく

Ａ測定を実施した場合に評価に活用できる参考

値は以下のとおり。なお、TLV は発がんを防止

する観点で決められたものではないが、評価上

参考にできる数値として示したものである。 

管理濃度 未設定 

TLV-TWA  

（ACGIH2006） 

0.1mg/m3 

日本産業衛生学会

（2006） 

0.1mg/m3 

 

（３） 作業環境測定等の結果及び結果の評価の

記録を３０年間保存することが望ましい。 

  



４ 労働衛生教育について 

（１）オルト－フェニレンジアミン類等を製造し、又

は取り扱う業務に従事している労働者及び当

該業務に従事させることとなった労働者に対し

て、次の事項について労働衛生教育を行うこ

と。 

ア オルト－フェニレンジアミン類の性状及び有

害性 

イ オルト－フェニレンジアミン類等を使用する

業務 

ウ オルト－フェニレンジアミン類による健康障

害、その予防方法及び応急措置 

エ 局所排気装置その他のオルト－フェニレン

ジアミン類へのばく露を低減するための設備

及びそれらの保守、点検の方法 

オ 作業環境の状態の把握 

カ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守

管理 

キ 関係法令 

 

○ 教育に当たっては、化学物質等安全データシ

ート（ＭＳＤＳ）を活用すること。 

 

○ 左の事項に係る労働衛生教育の時間は 4.5時

間以上とすること。  

５ オルト－フェニレンジアミン類等の製造等に従事

する労働者の把握について 

オルト－フェニレンジアミン類等を製造し、又は

取り扱う業務に常時従事する労働者について、1

月を超えない期間ごとに従事した業務等にかかる

記録をとるとともに、30 年間保存することが望まし

い。 

  

 

 

○ 作業記録の内容 

① 労働者の氏名 

② 従事した業務の概要及び当該業務に従事し

た期間 

③ オルト－フェニレンジアミン類により著しく汚

染される事態が生じたときは、その概要及び講

じた応急措置の概要  

 



６ 危険有害性等の表示について 

  労働安全衛生法第５７条の２及び第１０１条第２

項に基づき、化学物質等安全データシートの交付

及び労働者への有害性の周知等を行うほか、「化

学物質等の危険有害性等の表示に関する指針

（平成４年労働省告示第６０号）」に基づき、容器、

包装等にラベルを付す等により必要な事項を表

示すること。 

 

 

○ 国が作成したモデル MSDS の所在等を記述 

 

 

 

 

 

 

○ 参考として、がん原性試験結果の概要を添付

予定。 

 



③ １－クロロ－２－ニトロベンゼン及びその塩による健康障害を防止するための指針（案） 

指針の定める事項 具体的内容 

１ 趣旨 

  この指針は、１－クロロ－２－ニトロベンゼン又

は１－クロロ－２－ニトロベンゼンを含有するもの

（１－クロロ－２－ニトロベンゼンの含有量が重量

の１パーセント以下のものを除く。以下「１－クロロ

－２－ニトロベンゼン等」という。）を製造し、又は

取り扱う業務に関し、１－クロロ－２－ニトロベン

ゼンによる労働者の健康障害の防止に資するた

め、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき

措置について定めたもの。 

 

 

２ 対象物質の概要 

（１） 物理化学的情報 

 ア １－クロロ－２－ニトロベンゼン 

当該物質は黄～緑色の結晶であり、特徴的

な臭気があるため、判別は可能である。 

常温（20℃）で固体であるが、燃焼すると分

解し、有毒で腐食性のヒューム（窒素酸化物、

塩素、塩化水素、ホスゲン）を生じる。また、脂

溶性が比較的高い物質であるため、体内に蓄

積し、慢性的健康障害を発現する懸念がある。 

 

 

  

 

○ １－クロロ－２－ニトロベンゼンの基本情報 

CAS 番号 88-73-3 

性状 黄～緑色の結晶 

融点 33℃ 

沸点 245℃ 

蒸気圧（20℃） 0.45mmHg 

溶解性（水・20℃） 0.44g/L 

分配係数（logPow） 2.24 

引火点 124℃（密閉式） 
 

（２） 有害性にかかる情報 

１－クロロ－２－ニトロベンゼンについては、

国が実施した経口（混餌）によるがん原性試験

において、肝細胞癌と肝細胞腺腫等の発生が

確認された。 

また、その他の主要な有害性は、以下のと

おりである。 

ヒトへの影響では、眼の軽度刺激や、血液に

影響を与え、メトヘモグロビンを生成するとの報

告がある。ウサギにおける実験でも眼の軽度

刺激を示す事例があり、また、ラット及びマウス

 

○ １－クロロ－２－ニトロベンゼンの有害性 

  MSDS に記載された有害性情報は以下のとお

りである（モデル MSDS を添付）。 

眼の重篤な損傷性／刺激性 区分２Ｂ 

生殖細胞変異原性 区分２ 

生殖毒性 区分２ 

特定標的臓器／全身毒性 

（単回ばく露） 

区分２（血液） 

 

特定標的臓器／全身毒性 

（反復ばく露） 

区分１（血

液、肝臓） 
 

※ 具体的内容については、今後の検討を踏まえ、情報を追加（又は修正）する。 



を用いた吸入試験においては、メトヘモグロビ

ン濃度の増加や肝細胞壊死などの影響を示す

事例や、親動物に一般毒性が現れる濃度で、

雄の精巣重量の低下や精子数の減少が見ら

れるという事例がある。 

（３） 用途にかかる情報 

   アゾ染料中間物として、ファストイエローG ベ

ース(o-クロロアニリン)、ファストオレンジ GR ベ

ース(o-ニトロアニリン)、ファストスカーレット R

ベース、ファストレッド BB ベース(o-アニシジ

ン)、ファストレッド ITR ベース、o-フェネチジン、

o-アミノフェノールなどの原料として使用されて

いる。 

 

２ １－クロロ－２－ニトロベンゼンへのばく露を低

減するための措置について 

  １－クロロ－２－ニトロベンゼン等を製造し、又

は取り扱う業務については、次の措置を講ずるこ

と。 

（１） 労働者の１－クロロ－２－ニトロベンゼンへ

のばく露の低減を図るため、当該事業場にお

ける１－クロロ－２－ニトロベンゼン等の製造

量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の

態様等を勘案し、必要に応じ、リスクアセスメン

トを実施し、この結果に基づいて、次に掲げる

作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措

置その他必要な措置を講ずること。 

 

ア 作業環境管理 

(ア) 使用条件等の変更 

 

 

(イ) 作業工程の改善 

(ウ) 設備の密閉化 

(エ) 局所排気装置等の設置 

 

（オ）その他の必要な措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ リスクアセスメントの実施 

リスクアセスメントを実施するに当たっては、安  

衛法第 28 条の２第２項に基づき「化学物質等によ

る危険性又は有害性等の調査に関する指針」を参

考に実施する。 

 

 

○ 作業環境管理 

・使用条件等の変更には１－クロロ－２－ニトロベ

ンゼンの使用温度を下げるなどして、揮発量を抑

える方法がある。 

 

 

・局所排気装置等には、局所排気装置、プッシュ

プル型換気装置及び全体換気装置を含む。 

・その他必要な措置には、有毒性の少ない代替物

質への変更、形状の変更、隔離室での遠隔操作

等がある。 



イ 作業管理 

作業管理を推進するにあたっては、単位作

業場において作業管理を指揮する者の選任

を行う。作業管理を指揮する者は以下を実施

する。 

 

(ア) 労働者が１－クロロ－２－ニトロベンゼン

にばく露されないような作業位置、作業姿

勢又は作業方法の選択 

(イ) １－クロロ－２－ニトロベンゼンにばく露

される時間の短縮 

(ウ) 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保

護手袋等の保護具の使用 

 

○ 作業管理を指揮する者の養成等にかかる記

述を予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 適切な保護具（例） 

１－クロロ－２－ニトロベンゼンによるばく露

の低減を図る上、適切な保護具としては以下の

ものがある。 

呼吸用保

護具 

送気マスク、防じん機能付き

防毒マスク、防じんマスクの

使用が可能。 

保護衣 不浸透性で全身を防護するも

の 

保護手袋 EVOH(エチレン―ビニルアル

コール共重合体)製 

 

○ 保護具に係る規格 

   なお、保護具については以下の日本工業規

格が設定されており、これら規格を参考に適切

な保護具を着用する必要がある。 

 

呼吸用保護具 ＪＩＳＴ８１５１等 

化学防護服 ＪＩＳＴ８１１５ 

化学防護手袋 ＪＩＳＴ８１１６ 

化学防護長靴 ＪＩＳＴ８１１７ 

保護眼鏡 ＪＩＳＴ８１４７ 

 

 



（２） 上記（１）によりばく露を低減するための装置

等の設置等を行った場合、次により当該装置

等の管理を行うこと。 

  ア 局所排気装置等については、作業が行わ

れている間、適正に稼働させること。 

 

イ 局所排気装置等については、定期的に保

守点検を行うこと。 

 

 

 

 

 

ウ １－クロロ－２－ニトロベンゼン等を作業場

外へ廃棄する場合は、当該物質を含有する

排気、排液等による事業場の汚染の防止を

図ること。 

 

 

 

 

○ 局所排気装置等の稼働要件 

（稼働要件として制御風速等を記述予定） 

 

○ 局所排気装置等の保守点検については「局

所排気装置の定期自主検査指針及びプッシュ

プル型換気装置の定期自主検査指針」（平成

20 年労働安全衛生法第 45 条第３項の規定に

基づく自主検査指針公示第１号）が公示されて

いるので、これを参考に保守点検を推進する。 

 

 

○ 汚染防止 

  （所管省との調整の上、適切な廃棄にかかる

留意事項を記述予定） 

（３） 保護具については、同時に就業する作業者

の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔

に保持すること。また、送気マスクを使用させ

たときは、当該労働者が有害な空気を吸入し

ないように措置すること。 

 

（４） 次の事項について当該作業に係る作業基

準を定め、これに基づき作業させること。 

  ア 設備、装置等の操作、調整及び点検 

  イ 異常な事態が発生した場合における応急の

措置 

   

 

 

 

 

 

 

ウ 保護具の使用  

 

 

 

○ 応急措置の基準の内容 

応急措置として掲げるべき内容を記述予定 

（記述項目は以下を予定）。 

吸入した場合 

皮膚に付着した場合 

目に入った場合 

飲み込んだ場合 

予想される急性症状及び遅発性症状 

 

 



３ 作業環境測定について 

 １－クロロ－２－ニトロベンゼン等を製造し、又

は取り扱う業務については、次の措置を講ずるこ

と。 

（１） 屋内作業場について、１－クロロ－２－ニト

ロベンゼンの空気中における濃度を定期的に

測定すること。 

   測定は６月以内ごとに１回実施することが

望ましい。 

 

 

 

○ 測定法 

測定方法 固体捕集方法 

分析法 ガスクロマトグラフ分

析法 
 

（２） 作業環境測定を行ったときは、当該測定結

果の評価を行い、その結果に基づき施設、設

備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。

これらの結果に基づき、必要に応じて使用条

件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改

善その他作業環境改善のための措置を講ずる

とともに、呼吸用保護具の着用その他労働者

の健康障害を予防するため必要な措置を講ず

ること。 

 

 

○ 個人ばく露測定、作業環境測定基準に基づく

Ａ測定を実施した場合に評価に活用できる参考

値は以下のとおり。なお、TLV は発がんを防止

する観点で決められたものではないが、評価上

参考にできる数値として示したものである。 

管理濃度 未設定 

TLV-TWA  未設定 

日本産業衛生学会 未設定 

ＭＡＫ がん原性カテゴリー

３ 
 

（３） 作業環境測定等の結果及び結果の評価の

記録を３０年間保存することが望ましい。 

  



４ 労働衛生教育について 

（１）１－クロロ－２－ニトロベンゼン等を製造し、

又は取り扱う業務に従事している労働者及び

当該業務に従事させることとなった労働者に対

して、次の事項について労働衛生教育を行うこ

と。 

ア １－クロロ－２－ニトロベンゼンの性状及び

有害性 

イ １－クロロ－２－ニトロベンゼン等を使用す

る業務 

ウ １－クロロ－２－ニトロベンゼンによる健康

障害、その予防方法及び応急措置 

エ 局所排気装置その他の１－クロロ－２－ニ

トロベンゼンへのばく露を低減するための設

備及びそれらの保守、点検の方法 

オ 作業環境の状態の把握 

カ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守

管理 

キ 関係法令 

 

○ 教育に当たっては、化学物質等安全データシ

ート（ＭＳＤＳ）を活用すること。 

 

○ 左の事項に係る労働衛生教育の時間は 4.5時

間以上とすること。  

５ １－クロロ－２－ニトロベンゼン等の製造等に従

事する労働者の把握について 

１－クロロ－２－ニトロベンゼン等を製造し、又

は取り扱う業務に常時従事する労働者について、

1 月を超えない期間ごとに従事した業務等にかか

る記録をとるとともに、30 年間保存することが望ま

しい。 

  

 

 

○ 作業記録の内容 

① 労働者の氏名 

② 従事した業務の概要及び当該業務に従事し

た期間 

③ １－クロロ－２－ニトロベンゼンにより著しく

汚染される事態が生じたときは、その概要及び

講じた応急措置の概要  

 



６ 危険有害性等の表示について 

  労働安全衛生法第５７条の２及び第１０１条第２

項に基づき、化学物質等安全データシートの交付

及び労働者への有害性の周知等を行うほか、「化

学物質等の危険有害性等の表示に関する指針

（平成４年労働省告示第６０号）」に基づき、容器、

包装等にラベルを付す等により必要な事項を表

示すること。 

 

 

○ 国が作成したモデル MSDS の所在等を記述 

 

 

 

 

 

 

○ 参考として、がん原性試験結果の概要を添付

予定。 

 



④ ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン及びその塩による健康障害を防止するための指針（案） 

指針の定める事項 具体的内容 

１ 趣旨 

  この指針は、２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼ

ン又は２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼンを含

有するもの（２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン

の含有量が重量の１パーセント以下のものを除

く。以下「２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン等」

という。）を製造し、又は取り扱う業務に関し、２，４

－ジクロロ－１－ニトロベンゼンによる労働者の

健康障害の防止に資するため、その製造、取扱

い等に際し事業者が講ずべき措置について定め

たもの。 

 

 

２ 対象物質の概要 

（１） 物理化学的情報 

 ア ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン 

当該物質は黄色の結晶である。 

常温（20℃）で固体であるが、高温面や炎に

触れると分解して、窒素酸化物、塩化水素など

の有毒で腐食性のあるヒュームを生成する。ま

た、脂溶性が比較的高い物質であるため、体内

に蓄積し、慢性的健康障害を発現する懸念が

ある。  

 

○ ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼンの基本

情報 

CAS 番号 611-06-3 

性状 黄色固体 

融点 30～33℃ 

沸点 258.5℃ 

蒸気圧（20℃） 1Pa 

溶解性（水・20℃） 1.88g/100ml 

分配係数（logPow） 3.1 

引火点 112℃ 
 

（２） 有害性にかかる情報 

２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼンについ

ては、国が実施した経口（混餌）によるがん原

性試験において、肝細胞癌と肝細胞腺腫等の

発生が確認された。 

また、その他の主要な有害性は、以下のと

おりである。 

モルモットを用いた Maximization 試験で感作

性あり。ラットを用いた反復投与毒性試験と生

殖・発生毒性スクリーニング試験を組み合わせ

た試験において、雌の生殖に及ぼす影響及び

児動物の発生・発育に及ぼす影響あり。 

 

○ ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼンの有害性 

  MSDS に記載された有害性情報は以下のとお

りである（モデル MSDS を添付）。 

急性毒性（経皮） 区分３ 

皮膚感作性 区分１ 

生殖毒性 区分２ 

特定標的臓器／全身毒性 

（反復ばく露） 

区分２（肝

臓、腎臓） 
 

※ 具体的内容については、今後の検討を踏まえ、情報を追加（又は修正）する。 



（３） 用途にかかる情報 

   医薬品原料(鎮痛解熱剤)、除草剤原料、染

料・顔料中間体及び写真薬原料として使用さ

れている。 

 

２ ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼンへのばく露

を低減するための措置について 

  ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン等を製造

し、又は取り扱う業務については、次の措置を講

ずること。 

（１） 労働者の２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼ

ンへのばく露の低減を図るため、当該事業場

における２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン

等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時

間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、リス

クアセスメントを実施し、この結果に基づいて、

次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管

理に係る措置その他必要な措置を講ずるこ

と。 

 

ア 作業環境管理 

(ア) 使用条件等の変更 

 

(イ) 作業工程の改善 

(ウ) 設備の密閉化 

(エ) 局所排気装置等の設置 

 

（オ）その他の必要な措置 

 

 

 

イ 作業管理 

作業管理を推進するにあたっては、単位作

業場において作業管理を指揮する者の選任

を行う。作業管理を指揮する者は以下を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ リスクアセスメントの実施 

リスクアセスメントを実施するに当たっては、安  

衛法第 28 条の２第２項に基づき「化学物質等によ

る危険性又は有害性等の調査に関する指針」を参

考に実施する。 

 

 

 

○ 作業環境管理 

・使用条件等の変更には２，４－ジクロロ－１－ニ

トロベンゼンの使用温度を下げるなどして、揮発量

を抑える方法がある。 

 

・局所排気装置等には、局所排気装置、プッシュ

プル型換気装置及び全体換気装置を含む。 

・その他必要な措置には、有毒性の少ない代替物

質への変更、形状の変更、隔離室での遠隔操作

等がある。 

 

○ 作業管理を指揮する者の養成等にかかる記

述を予定。 

 

 

 

 

 

 



(ア) 労働者が２，４－ジクロロ－１－ニトロベ

ンゼンにばく露されないような作業位置、

作業姿勢又は作業方法の選択 

(イ) ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼンに

ばく露される時間の短縮 

(ウ) 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保

護手袋等の保護具の使用 

 

 

 

 

 

 

○ 適切な保護具（例） 

２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼンによるば

く露の低減を図る上、適切な保護具としては以

下のものがある。 

呼吸用保

護具 

送気マスク、防じん機能付き

防毒マスク、防じんマスクの

使用が可能。 

保護衣 情報収集中 

保護手袋 情報収集中 

 

○ 保護具に係る規格 

   なお、保護具については以下の日本工業規

格が設定されており、これら規格を参考に適切

な保護具を着用する必要がある。 

 

呼吸用保護具 ＪＩＳＴ８１５１等 

化学防護服 ＪＩＳＴ８１１５ 

化学防護手袋 ＪＩＳＴ８１１６ 

化学防護長靴 ＪＩＳＴ８１１７ 

保護眼鏡 ＪＩＳＴ８１４７ 
 

（２） 上記（１）によりばく露を低減するための装置

等の設置等を行った場合、次により当該装置

等の管理を行うこと。 

  ア 局所排気装置等については、作業が行わ

れている間、適正に稼働させること。 

 

イ 局所排気装置等については、定期的に保

守点検を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 局所排気装置等の稼働要件 

（稼働要件として制御風速等を記述予定） 

 

○ 局所排気装置等の保守点検については「局

所排気装置の定期自主検査指針及びプッシュ

プル型換気装置の定期自主検査指針」（平成

20 年労働安全衛生法第 45 条第３項の規定に

基づく自主検査指針公示第１号）が公示されて

いるので、これを参考に保守点検を推進する。 

 



ウ ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン等を

作業場外へ廃棄する場合は、当該物質を含

有する排気、排液等による事業場の汚染の

防止を図ること。 

 

 

○ 汚染防止 

  （所管省との調整の上、適切な廃棄にかかる

留意事項を記述予定） 

（３） 保護具については、同時に就業する作業者

の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔

に保持すること。また、送気マスクを使用させ

たときは、当該労働者が有害な空気を吸入し

ないように措置すること。 

 

（４） 次の事項について当該作業に係る作業基

準を定め、これに基づき作業させること。 

  ア 設備、装置等の操作、調整及び点検 

  イ 異常な事態が発生した場合における応急の

措置 

   

 

 

 

 

 

 

ウ 保護具の使用  

 

 

 

○ 応急措置の基準の内容 

応急措置として掲げるべき内容を記述予定 

（記述項目は以下を予定）。 

吸入した場合 

皮膚に付着した場合 

目に入った場合 

飲み込んだ場合 

予想される急性症状及び遅発性症状 

 

 

３ 作業環境測定について 

 ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン等を製造

し、又は取り扱う業務については、次の措置を講

ずること。 

（１） 屋内作業場について、２，４－ジクロロ－１

－ニトロベンゼンの空気中における濃度を定

期的に測定すること。 

   測定は６月以内ごとに１回実施することが

望ましい。 

 

 

 

○ 測定法 

測定方法 固体捕集方法 

分析法 ガスクロマトグラフ分

析法 
 

（２） 作業環境測定を行ったときは、当該測定結

果の評価を行い、その結果に基づき施設、設

備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。

これらの結果に基づき、必要に応じて使用条

件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改

○ 個人ばく露測定、作業環境測定基準に基づく

Ａ測定を実施した場合に評価に活用できる参考

値は以下のとおり。なお、TLV は発がんを防止

する観点で決められたものではないが、評価上

参考にできる数値として示したものである。 



善その他作業環境改善のための措置を講ずる

とともに、呼吸用保護具の着用その他労働者

の健康障害を予防するため必要な措置を講ず

ること。 

 

 

管理濃度 未設定 

TLV-TWA  未設定 

日本産業衛生学会 未設定 

MAK 未設定 
 

（３） 作業環境測定等の結果及び結果の評価の

記録を３０年間保存することが望ましい。 

  

４ 労働衛生教育について 

（１）２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン等を製造

し、又は取り扱う業務に従事している労働者及

び当該業務に従事させることとなった労働者に

対して、次の事項について労働衛生教育を行

うこと。 

ア ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼンの性

状及び有害性 

イ ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン等を使

用する業務 

ウ ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼンによる

健康障害、その予防方法及び応急措置 

エ 局所排気装置その他の２，４－ジクロロ－１

－ニトロベンゼンへのばく露を低減するため

の設備及びそれらの保守、点検の方法 

オ 作業環境の状態の把握 

カ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守

管理 

キ 関係法令 

 

○ 教育に当たっては、化学物質等安全データシ

ート（ＭＳＤＳ）を活用すること。 

 

○ 左の事項に係る労働衛生教育の時間は 4.5時

間以上とすること。  



５ ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン等の製造

等に従事する労働者の把握について 

２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン等を製造

し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者につ

いて、1 月を超えない期間ごとに従事した業務等

にかかる記録をとるとともに、30年間保存すること

が望ましい。 

  

 

 

○ 作業記録の内容 

① 労働者の氏名 

② 従事した業務の概要及び当該業務に従事し

た期間 

③ ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼンにより

著しく汚染される事態が生じたときは、その概

要及び講じた応急措置の概要  

 

６ 危険有害性等の表示について 

   「化学物質等の危険有害性等の表示に関する

指針（平成４年労働省告示第６０号）」に基づき、

容器、包装等にラベルを付す等により必要な事項

を表示すること。 

 

 

○ 国が作成したモデル MSDS の所在等を記述 

 

 

 

 

 

 

○ 参考として、がん原性試験結果の概要を添付

予定。 

 



⑤ １，２－ジクロロプロパンによる健康障害を防止するための指針（案） 

指針の定める事項 具体的内容 

１ 趣旨 

  この指針は、１，２－ジクロロプロパン又は１，２

－ジクロロプロパンを含有するもの（１，２－ジクロ

ロプロパンの含有量が重量の１パーセント以下の

ものを除く。以下「１，２－ジクロロプロパン等」とい

う。）を製造し、又は取り扱う業務に関し、１，２－

ジクロロプロパンによる労働者の健康障害の防止

に資するため、その製造、取扱い等に際し事業者

が講ずべき措置について定めたもの。 

 

 

２ 対象物質の概要 

（１） 物理化学的情報 

 ア １，２－ジクロロプロパン 

当該物質は常温で無色の液体であるが、臭

気についての情報がなく、判別は困難である。 

常温（20℃）で液体であるが、沸点が低く、蒸

気圧も非常に高いため、蒸発したガスを吸入し

ないよう、注意が必要である。また、脂溶性が

比較的高い物質であるため、体内に蓄積し、慢

性的健康障害を発現する懸念がある。 

○ １，２－ジクロロプロパンの基本情報 

CAS 番号 78-87-5 

性状 無色液体 

融点 －100.4℃ 

沸点 96.4℃ 

蒸気圧（25℃） 53.3mmHg 

溶解性（水・25℃） 2,800mg/L 

分配係数（logPow） 1.98 

引火点 16℃（密閉式） 
 

（２） 有害性にかかる情報 

１，２－ジクロロプロパンについては、国が実

施した吸入によるがん原性試験において雌雄

ラットに鼻腔腫瘍（扁平上皮乳頭腫、腺腫、腺

表皮腫）の発生増加が認められ、マウスに、雄

にハーダー腺の腺腫の発生増加が認められ、

雌に細気管支-肺胞上皮癌を含む肺腫瘍の発

生増加が認められた。 

また、その他の主要な有害性は、以下のと

おりである。 

① ヒトへの影響では、皮膚に刺激を有し、眼

に対して、回復性のある中等度の刺激性を

有する。また皮膚感作性が認められる。 

② 単回ばく露で、ショック、心血管系への障

害が認められて死亡、解剖所見では肝臓の

壊死、腎臓への急性影響、腎尿細管壊死、

 

○ １，２－ジクロロプロパンの有害性 

  MSDS に記載された有害性情報は以下のとお

りである（モデル MSDS を添付）。 

皮膚腐食性・刺激性 区分２ 

眼に対する重篤な損傷・刺

激性 

区分２Ａ 

皮膚感作性 区分１ 

生殖毒性 区分２ 

特定標的臓器／全身毒性 

（単回ばく露） 

区分１（肝

臓、血液系、

腎臓） 

区分３（気道

刺激性、麻

酔作用） 

特定標的臓器／全身毒性 区分１（腎

※ 具体的内容については、今後の検討を踏まえ、情報を追加（又は修正）する。 



中枢神経系抑制に起因すると考えられる疲

労感の事例がある。 

③ 反復ばく露では、溶血性貧血、肝臓及び腎

臓の機能障害の事例がある。 

 

（反復ばく露） 臓、肝臓、血

液系） 

区分２（呼吸

器） 
 

（３） 用途にかかる情報 

   テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン及び

四塩化炭素の原料、金属洗浄溶剤、石油精製

用触媒の活性剤 

 

２ １，２－ジクロロプロパンへのばく露を低減する

ための措置について 

  １，２－ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱

う業務については、次の措置を講ずること。 

（１） 労働者の１，２－ジクロロプロパンへのばく

露の低減を図るため、当該事業場における１，

２－ジクロロプロパン等の製造量、取扱量、作

業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案

し、必要に応じ、リスクアセスメントを実施し、こ

の結果に基づいて、次に掲げる作業環境管理

に係る措置、作業管理に係る措置その他必要

な措置を講ずること。 

 

ア 作業環境管理 

(ア) 使用条件等の変更 

 

(イ) 作業工程の改善 

(ウ) 設備の密閉化 

(エ) 局所排気装置等の設置 

 

（オ）その他の必要な措置 

 

 

 

イ 作業管理 

作業管理を推進するにあたっては、単位作

業場において作業管理を指揮する者の選任

を行う。作業管理を指揮する者は以下を実施

する。 

 

 

 

 

 

○ リスクアセスメントの実施 

リスクアセスメントを実施するに当たっては、安  

衛法第 28 条の２第２項に基づき「化学物質等によ

る危険性又は有害性等の調査に関する指針」を参

考に実施する。 

 

 

 

○ 作業環境管理 

・使用条件等の変更には１，２－ジクロロプロパン

の使用温度を下げるなどして、揮発量を抑える方

法がある。 

 

・局所排気装置等には、局所排気装置、プッシュ

プル型換気装置及び全体換気装置を含む。 

・その他必要な措置には、有毒性の少ない代替物

質への変更、形状の変更、隔離室での遠隔操作

等がある。 

 

○ 作業管理を指揮する者の養成等にかかる記

述を予定。 

 

 

 



 

(ア) 労働者が１，２－ジクロロプロパンにばく

露されないような作業位置、作業姿勢又

は作業方法の選択 

(イ) １，２－ジクロロプロパンにばく露される

時間の短縮 

(ウ) 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保

護手袋等の保護具の使用 

 

 

 

 

 

 

 

○ 適切な保護具（例） 

１，２－ジクロロプロパンによるばく露の低減

を図る上、適切な保護具としては以下のものが

ある。 

呼吸用保

護具 

送気マスク、有機ガス用防毒

マスク。 

保護衣 不浸透性で全身を防護するも

の 

保護手袋 ポリビニルアルコール製 

 

○ 保護具に係る規格 

   なお、保護具については以下の日本工業規

格が設定されており、これら規格を参考に適切

な保護具を着用する必要がある。 

呼吸用保護具 ＪＩＳＴ８１５１等 

化学防護服 ＪＩＳＴ８１１５ 

化学防護手袋 ＪＩＳＴ８１１６ 

化学防護長靴 ＪＩＳＴ８１１７ 

保護眼鏡 ＪＩＳＴ８１４７ 
 

（２） 上記（１）によりばく露を低減するための装置

等の設置等を行った場合、次により当該装置

等の管理を行うこと。 

  ア 局所排気装置等については、作業が行わ

れている間、適正に稼働させること。 

 

イ 局所排気装置等については、定期的に保

守点検を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 局所排気装置等の稼働要件 

（稼働要件として制御風速等を記述予定） 

 

○ 局所排気装置等の保守点検については「局

所排気装置の定期自主検査指針及びプッシュ

プル型換気装置の定期自主検査指針」（平成

20 年労働安全衛生法第 45 条第３項の規定に

基づく自主検査指針公示第１号）が公示されて

いるので、これを参考に保守点検を推進する。 

 



ウ １，２－ジクロロプロパン等を作業場外へ

廃棄する場合は、当該物質を含有する排

気、排液等による事業場の汚染の防止を図

ること。 

 

 

○ 汚染防止 

  （所管省との調整の上、適切な廃棄にかかる

留意事項を記述予定） 

（３） 保護具については、同時に就業する作業者

の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔

に保持すること。また、送気マスクを使用させ

たときは、当該労働者が有害な空気を吸入し

ないように措置すること。 

 

（４） 次の事項について当該作業に係る作業基

準を定め、これに基づき作業させること。 

  ア 設備、装置等の操作、調整及び点検 

  イ 異常な事態が発生した場合における応急の

措置 

   

 

 

 

 

 

 

ウ 保護具の使用  

 

 

 

○ 応急措置の基準の内容 

応急措置として掲げるべき内容を記述予定 

（記述項目は以下を予定）。 

吸入した場合 

皮膚に付着した場合 

目に入った場合 

飲み込んだ場合 

予想される急性症状及び遅発性症状 

 

 

３ 作業環境測定について 

 １，２－ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱

う業務については、次の措置を講ずること。 

（１） 屋内作業場について、１，２－ジクロロプロ

パンの空気中における濃度を定期的に測定

すること。 

   測定は６月以内ごとに１回実施することが

望ましい。 

 

 

 

○ 測定法 

測定方法 固体捕集方法 

分析法 ガスクロマトグラフ分

析法 
 

（２） 作業環境測定を行ったときは、当該測定結

果の評価を行い、その結果に基づき施設、設

備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。

これらの結果に基づき、必要に応じて使用条

件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改

○ 個人ばく露測定、作業環境測定基準に基づく

Ａ測定を実施した場合に評価に活用できる参考

値は以下のとおり。なお、TLV は発がんを防止

する観点で決められたものではないが、評価上

参考にできる数値として示したものである。 



善その他作業環境改善のための措置を講ずる

とともに、呼吸用保護具の着用その他労働者

の健康障害を予防するため必要な措置を講ず

ること。 

 

 

管理濃度 未設定 

TLV-TWA 

（ACGIH2007） 

10ppm 

日本産業衛生学会 未設定 
 

（３） 作業環境測定等の結果及び結果の評価の

記録を３０年間保存することが望ましい。 

  

４ 労働衛生教育について 

（１）１，２－ジクロロプロパン等を製造し、又は取り

扱う業務に従事している労働者及び当該業務

に従事させることとなった労働者に対して、次

の事項について労働衛生教育を行うこと。 

ア １，２－ジクロロプロパンの性状及び有害性 

イ １，２－ジクロロプロパン等を使用する業務 

ウ １，２－ジクロロプロパンによる健康障害、

その予防方法及び応急措置 

エ 局所排気装置その他の１，２－ジクロロプロ

パンへのばく露を低減するための設備及び

それらの保守、点検の方法 

オ 作業環境の状態の把握 

カ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守

管理 

キ 関係法令 

 

○ 教育に当たっては、化学物質等安全データシ

ート（ＭＳＤＳ）を活用すること。 

 

○ 左の事項に係る労働衛生教育の時間は 4.5時

間以上とすること。  

５ １，２－ジクロロプロパン等の製造等に従事する

労働者の把握について 

１，２－ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱

う業務に常時従事する労働者について、1 月を超

えない期間ごとに従事した業務等にかかる記録を

とるとともに、30 年間保存することが望ましい。 

  

 

 

○ 作業記録の内容 

① 労働者の氏名 

② 従事した業務の概要及び当該業務に従事し

た期間 

③ １，２－ジクロロプロパンにより著しく汚染さ

れる事態が生じたときは、その概要及び講じた

応急措置の概要  

 



６ 危険有害性等の表示について 

  労働安全衛生法第５７条の２及び第１０１条第２

項に基づき、化学物質等安全データシートの交付

及び労働者への有害性の周知等を行うほか、「化

学物質等の危険有害性等の表示に関する指針

（平成４年労働省告示第６０号）」に基づき、容器、

包装等にラベルを付す等により必要な事項を表

示すること。 

 

 

○ 国が作成したモデル MSDS の所在等を記述 

 

 

 

 

 

 

○ 参考として、がん原性試験結果の概要を添付

予定。 

 



⑥ ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピルエーテルによる健康障害を防止するための指針（案） 

指針の定める事項 具体的内容 

１ 趣旨 

  この指針は、ノルマル－ブチル－２，３－エポキ

シプロピルエーテル又はノルマル－ブチル－２，３

－エポキシプロピルエーテルを含有するもの（ノル

マル－ブチル－２，３－エポキシプロピルエーテル

の含有量が重量の１パーセント以下のものを除

く。以下「ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロ

ピルエーテル等」という。）を製造し、又は取り扱う

業務に関し、ノルマル－ブチル－２，３－エポキシ

プロピルエーテルによる労働者の健康障害の防

止に資するため、その製造、取扱い等に際し事業

者が講ずべき措置について定めたもの。 

 

 

２ 対象物質の概要 

（１） 物理化学的情報 

 ア ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピ

ルエーテル 

当該物質は常温で無色の液体であるが、特

徴的な臭気があるため、判別は可能である。 

常温（20℃）で液体であるが、空気と接触す

ると爆発性過酸化物を生成することがある。 

○ ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピル

エーテルの基本情報 

CAS 番号 2426-08-6 

性状 無色液体 

融点 － 

沸点 164℃ 他 

蒸気圧（25℃） 0.43kPa 他 

溶解性（水・25℃） 2g/100ml 他 

分配係数（logPow） 0.63 

引火点 54℃（密閉式）他 
 

（２） 有害性にかかる情報 

ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピ

ルエーテルについては、国が実施した吸入によ

るがん原性試験において、ラットに、鼻腔の扁

平上皮癌の発生増加が認められ、マウスに、

5ppm という極めて低い濃度で鼻腔の血管腫の

発生が認められた。 

また、その他の主要な有害性は、以下のと

おりである。 

① ヒトへの影響では、皮膚を刺激し、感作性

が認められる。またアレルギー性皮膚反応を

 

○ ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピル

エーテルの有害性 

  MSDS に記載された有害性情報は以下のとお

りである（モデル MSDS を添付）。 

皮膚腐食性・刺激性 区分２ 

眼に対する重篤な損傷・刺

激性 

区分２Ａ-２Ｂ 

皮膚感作性 区分１ 

生殖細胞変異原性 区分２ 

特定標的臓器／全身毒性 区分３（呼吸

※ 具体的内容については、今後の検討を踏まえ、情報を追加（又は修正）する。 



引き起こすおそれがある。 

② 単回ばく露で、気道刺激性が認められ、呼

吸器への刺激のおそれがある。 

③ 反復ばく露では呼吸器の障害の事例があ

る。 

（単回ばく露） 器への刺激

のおそれ） 

特定標的臓器／全身毒性 

（反復ばく露） 

区分１（呼吸

器の障害） 
 

（３） 用途にかかる情報 

   エポキシ樹脂の反応性希釈剤、塩素系溶剤

の安定剤、化学薬品の中間体として使用され

ている。 

 

２ ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピルエ

ーテルへのばく露を低減するための措置について 

  ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピルエ

ーテル等を製造し、又は取り扱う業務について

は、次の措置を講ずること。 

（１） 労働者のノルマル－ブチル－２，３－エポキ

シプロピルエーテルへのばく露の低減を図るた

め、当該事業場におけるノルマル－ブチル－

２，３－エポキシプロピルエーテル等の製造

量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の

態様等を勘案し、必要に応じ、リスクアセスメン

トを実施し、この結果に基づいて、次に掲げる

作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措

置その他必要な措置を講ずること。 

 

ア 作業環境管理 

(ア) 使用条件等の変更 

 

(イ) 作業工程の改善 

(ウ) 設備の密閉化 

(エ) 局所排気装置等の設置 

 

（オ）その他の必要な措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ リスクアセスメントの実施 

リスクアセスメントを実施するに当たっては、安  

衛法第 28 条の２第２項に基づき「化学物質等によ

る危険性又は有害性等の調査に関する指針」を参

考に実施する。 

 

 

 

○ 作業環境管理 

・使用条件等の変更にはノルマル－ブチル－２，

３－エポキシプロピルエーテルの使用温度を下げ

るなどして、揮発量を抑える方法がある。 

 

・局所排気装置等には、局所排気装置、プッシュ

プル型換気装置及び全体換気装置を含む。 

・その他必要な措置には、有毒性の少ない代替物

質への変更、形状の変更、隔離室での遠隔操作

等がある。 

 

 

 

 



イ 作業管理 

作業管理を推進するにあたっては、単位作

業場において作業管理を指揮する者の選任

を行う。作業管理を指揮する者は以下を実施

する。 

 

(ア) 労働者がノルマル－ブチル－２，３－エ

ポキシプロピルエーテルにばく露されない

ような作業位置、作業姿勢又は作業方法

の選択 

(イ) ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロ

ピルエーテルにばく露される時間の短縮 

(ウ) 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保

護手袋等の保護具の使用 

 

○ 作業管理を指揮する者の養成等にかかる記

述を予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 適切な保護具（例） 

ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピル

エーテルによるばく露の低減を図る上、適切な

保護具としては以下のものがある。 

呼吸用保

護具 

送気マスク、有機ガス用防毒

マスク。 

保護衣 情報収集中 

保護手袋 情報収集中 

 

○ 保護具に係る規格 

   なお、保護具については以下の日本工業規

格が設定されており、これら規格を参考に適切

な保護具を着用する必要がある。 

 

呼吸用保護具 ＪＩＳＴ８１５１等 

化学防護服 ＪＩＳＴ８１１５ 

化学防護手袋 ＪＩＳＴ８１１６ 

化学防護長靴 ＪＩＳＴ８１１７ 

保護眼鏡 ＪＩＳＴ８１４７ 

 

 

（２） 上記（１）によりばく露を低減するための装置

等の設置等を行った場合、次により当該装置

等の管理を行うこと。 

  ア 局所排気装置等については、作業が行わ

れている間、適正に稼働させること。 

 

 

 

○ 局所排気装置等の稼働要件 

（稼働要件として制御風速等を記述予定） 



 

イ 局所排気装置等については、定期的に保

守点検を行うこと。 

 

 

 

 

 

ウ ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピ

ルエーテル等を作業場外へ廃棄する場合

は、当該物質を含有する排気、排液等によ

る事業場の汚染の防止を図ること。 

 

 

○ 局所排気装置等の保守点検については「局

所排気装置の定期自主検査指針及びプッシュ

プル型換気装置の定期自主検査指針」（平成

20 年労働安全衛生法第 45 条第３項の規定に

基づく自主検査指針公示第１号）が公示されて

いるので、これを参考に保守点検を推進する。 

 

 

○ 汚染防止 

  （所管省との調整の上、適切な廃棄にかかる

留意事項を記述予定） 

（３） 保護具については、同時に就業する作業者

の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔

に保持すること。ばく露作業に従事する場合

は、必ず着用すること。また、送気マスクを使

用させたときは、当該労働者が有害な空気を

吸入しないように措置すること。 

 

（４） 次の事項について当該作業に係る作業基

準を定め、これに基づき作業させること。 

  ア 設備、装置等の操作、調整及び点検 

  イ 異常な事態が発生した場合における応急の

措置 

   

 

 

 

 

 

 

ウ 保護具の使用  

 

 

 

○ 応急措置の基準の内容 

応急措置として掲げるべき内容を記述予定 

（記述項目は以下を予定）。 

吸入した場合 

皮膚に付着した場合 

目に入った場合 

飲み込んだ場合 

予想される急性症状及び遅発性症状 

 

 



３ 作業環境測定について 

 ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピルエ

ーテル等を製造し、又は取り扱う業務について

は、次の措置を講ずること。 

（１） 屋内作業場について、ノルマル－ブチル－

２，３－エポキシプロピルエーテルの空気中に

おける濃度を定期的に測定すること。 

   測定は６月以内ごとに１回実施することが

望ましい。 

 

 

 

○ 測定法 

測定方法 固体捕集方法 

分析法 ガスクロマトグラフ分

析法 
 

（２） 作業環境測定を行ったときは、当該測定結

果の評価を行い、その結果に基づき施設、設

備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。

これらの結果に基づき、必要に応じて使用条

件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改

善その他作業環境改善のための措置を講ずる

とともに、呼吸用保護具の着用その他労働者

の健康障害を予防するため必要な措置を講ず

ること。 

 

 

○ 個人ばく露測定、作業環境測定基準に基づく

Ａ測定を実施した場合に評価に活用できる参考

値は以下のとおり。なお、TLV は発がんを防止

する観点で決められたものではないが、評価上

参考にできる数値として示したものである。 

   なお、当該物質は動物試験の結果、低濃度

で発がん性が認められることから可能な限り、

低い濃度で管理する必要がある。 

管理濃度 未設定 

TLV-TWA 

（ACGIH2005） 

3ppm 

日本産業衛生学会 未設定 
 

（３） 作業環境測定等の結果及び結果の評価の

記録を３０年間保存することが望ましい。 

  



４ 労働衛生教育について 

（１）ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピル

エーテル等を製造し、又は取り扱う業務に従事

している労働者及び当該業務に従事させるこ

ととなった労働者に対して、次の事項について

労働衛生教育を行うこと。 

ア ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピ

ルエーテルの性状及び有害性 

イ ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピ

ルエーテル等を使用する業務 

ウ ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピ

ルエーテルによる健康障害、その予防方法

及び応急措置 

エ 局所排気装置その他のノルマル－ブチル

－２，３－エポキシプロピルエーテルへのばく

露を低減するための設備及びそれらの保

守、点検の方法 

オ 作業環境の状態の把握 

カ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守

管理 

キ 関係法令 

 

○ 教育に当たっては、化学物質等安全データシ

ート（ＭＳＤＳ）を活用すること。 

 

○ 左の事項に係る労働衛生教育の時間は 4.5時

間以上とすること。  

５ ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピルエ

ーテル等の製造等に従事する労働者の把握につ

いて 

ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピルエ

ーテル等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事

する労働者について、1 月を超えない期間ごとに

従事した業務等にかかる記録をとるとともに、30

年間保存することが望ましい。 

  

 

 

○ 作業記録の内容 

① 労働者の氏名 

② 従事した業務の概要及び当該業務に従事し

た期間 

③ ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピ

ルエーテルにより著しく汚染される事態が生じ

たときは、その概要及び講じた応急措置の概

要  

 



６ 危険有害性等の表示について 

  労働安全衛生法第５７条の２及び第１０１条第２

項に基づき、化学物質等安全データシートの交付

及び労働者への有害性の周知等を行うほか、「化

学物質等の危険有害性等の表示に関する指針

（平成４年労働省告示第６０号）」に基づき、容器、

包装等にラベルを付す等により必要な事項を表

示すること。 

 

 

○ 国が作成したモデル MSDS の所在等を記述 

 

 

 

 

 

 

○ 参考として、がん原性試験結果の概要を添付

予定。 

 



⑦ パラ－ニトロアニソールによる健康障害を防止するための指針（案） 

指針の定める事項 具体的内容 

１ 趣旨 

  この指針は、パラ－ニトロアニソール又はパラ－

ニトロアニソールを含有するもの（パラ－ニトロア

ニソールの含有量が重量の１パーセント以下のも

のを除く。以下「パラ－ニトロアニソール等」とい

う。）を製造し、又は取り扱う業務に関し、パラ－ニ

トロアニソールによる労働者の健康障害の防止に

資するため、その製造、取扱い等に際し事業者が

講ずべき措置について定めたもの。 

 

 

２ 対象物質の概要 

（１） 物理化学的情報 

 ア パラ－ニトロアニソール 

当該物質は常温で結晶である。 

 

 

 

  

 

○ パラ－ニトロアニソールの基本情報 

CAS 番号 100-17-4 

性状 結晶 

融点 54℃ 

沸点 245℃ 

蒸気圧 － 

溶解性 － 

分配係数（logPow） － 

引火点 － 
 

（２） 有害性にかかる情報 

パラ－ニトロアニソールについては、国が実

施した経口（混餌）によるがん原性試験におい

て、ラットにおいて、雄に肝細胞腺腫の発生増

加が認められ、雌に子宮腺癌の発生増加が認

められた。また、雌雄のマウスに肝細胞癌及び

肝芽腫の発生増加が認められた。 

 

○ パラ－ニトロアニソールの有害性 

  厚生労働省労働基準局長通達において、強度

の変異原化学物質とされている。 

   

（３） 用途にかかる情報 

   還元すると p-アニシジンとなり、染料の中間

体として使用される。 

 

 

※ 具体的内容については、今後の検討を踏まえ、情報を追加（又は修正）する。 



２ パラ－ニトロアニソールへのばく露を低減するた

めの措置について 

  パラ－ニトロアニソール等を製造し、又は取り扱

う業務については、次の措置を講ずること。 

（１） 労働者のパラ－ニトロアニソールへのばく露

の低減を図るため、当該事業場におけるパラ

－ニトロアニソール等の製造量、取扱量、作業

の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、

必要に応じ、リスクアセスメントを実施し、この

結果に基づいて、次に掲げる作業環境管理に

係る措置、作業管理に係る措置その他必要な

措置を講ずること。 

 

 

ア 作業環境管理 

(ア) 使用条件等の変更 

 

(イ) 作業工程の改善 

(ウ) 設備の密閉化 

(エ) 局所排気装置等の設置 

 

（オ）その他の必要な措置 

 

 

 

 

 

イ 作業管理 

作業管理を推進するにあたっては、単位作

業場において作業管理を指揮する者の選任

を行う。作業管理を指揮する者は以下を実施

する。 

 

(ア) 労働者がパラ－ニトロアニソールにばく

露されないような作業位置、作業姿勢又

は作業方法の選択 

(イ) パラ－ニトロアニソールにばく露される時

間の短縮 

 

 

 

 

 

○ リスクアセスメントの実施 

リスクアセスメントを実施するに当たっては、安  

衛法第 28 条の２第２項に基づき「化学物質等によ

る危険性又は有害性等の調査に関する指針」を参

考に実施する。 

 

 

 

 

○ 作業環境管理 

・使用条件等の変更にはパラ－ニトロアニソール

の使用温度を下げるなどして、揮発量を抑える方

法がある。 

 

・局所排気装置等には、局所排気装置、プッシュ

プル型換気装置及び全体換気装置を含む。 

・その他必要な措置には、有毒性の少ない代替物

質への変更、形状の変更、隔離室での遠隔操作

等がある。 

 

 

 

○ 作業管理を指揮する者の養成等にかかる記

述を予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ウ) 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保

護手袋等の保護具の使用 

 

○ 適切な保護具（例） 

パラ－ニトロアニソールによるばく露の低減を

図る上、適切な保護具としては以下のものがあ

る。 

呼吸用保

護具 

送気マスク、防じん機能付き

防毒マスク、防じんマスクの

使用が可能。 

保護衣 特定できず 

保護手袋 特定できず 

 

○ 保護具に係る規格 

   なお、保護具については以下の日本工業規

格が設定されており、これら規格を参考に適切

な保護具を着用する必要がある。 

 

呼吸用保護具 ＪＩＳＴ８１５１等 

化学防護服 ＪＩＳＴ８１１５ 

化学防護手袋 ＪＩＳＴ８１１６ 

化学防護長靴 ＪＩＳＴ８１１７ 

保護眼鏡 ＪＩＳＴ８１４７ 
 

（２） 上記（１）によりばく露を低減するための装置

等の設置等を行った場合、次により当該装置

等の管理を行うこと。 

  ア 局所排気装置等については、作業が行わ

れている間、適正に稼働させること。 

 

イ 局所排気装置等については、定期的に保

守点検を行うこと。 

 

 

 

 

 

ウ パラ－ニトロアニソール等を作業場外へ廃

棄する場合は、当該物質を含有する排気、

排液等による事業場の汚染の防止を図るこ

と。 

 

 

 

○ 局所排気装置等の稼働要件 

（稼働要件として制御風速等を記述予定） 

 

○ 局所排気装置等の保守点検については「局

所排気装置の定期自主検査指針及びプッシュ

プル型換気装置の定期自主検査指針」（平成

20 年労働安全衛生法第 45 条第３項の規定に

基づく自主検査指針公示第１号）が公示されて

いるので、これを参考に保守点検を推進する。 

 

○ 汚染防止 

  （所管省との調整の上、適切な廃棄にかかる

留意事項を記述予定） 



（３） 保護具については、同時に就業する作業者

の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔

に保持すること。また、送気マスクを使用させ

たときは、当該労働者が有害な空気を吸入し

ないように措置すること。 

 

（４） 次の事項について当該作業に係る作業基

準を定め、これに基づき作業させること。 

  ア 設備、装置等の操作、調整及び点検 

  イ 異常な事態が発生した場合における応急の

措置 

   

 

 

 

 

 

 

ウ 保護具の使用  

 

 

 

○ 応急措置の基準の内容 

応急措置として掲げるべき内容を記述予定 

（記述項目は以下を予定）。 

吸入した場合 

皮膚に付着した場合 

目に入った場合 

飲み込んだ場合 

予想される急性症状及び遅発性症状 

 

 

３ 作業環境測定について 

 パラ－ニトロアニソール等を製造し、又は取り扱

う業務については、次の措置を講ずること。 

（１） 屋内作業場について、パラ－ニトロアニソー

ルの空気中における濃度を定期的に測定す

ること。 

   測定は６月以内ごとに１回実施することが

望ましい。 

 

 

 

○ 測定法 

測定方法 固体捕集方法 

分析法 ガスクロマトグラフ分

析法 
 

（２） 作業環境測定を行ったときは、当該測定結

果の評価を行い、その結果に基づき施設、設

備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。

これらの結果に基づき、必要に応じて使用条

件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改

善その他作業環境改善のための措置を講ずる

とともに、呼吸用保護具の着用その他労働者

の健康障害を予防するため必要な措置を講ず

ること。 

○ 個人ばく露測定、作業環境測定基準に基づく

Ａ測定を実施した場合に評価に活用できる参考

値は以下のとおり。なお、TLV は発がんを防止

する観点で決められたものではないが、評価上

参考にできる数値として示したものである。 

管理濃度 未設定 

TLV-TWA 未設定 

日本産業衛生学会 未設定 
 



（３） 作業環境測定等の結果及び結果の評価の

記録を３０年間保存することが望ましい。 

  

４ 労働衛生教育について 

（１）パラ－ニトロアニソール等を製造し、又は取り

扱う業務に従事している労働者及び当該業務

に従事させることとなった労働者に対して、次

の事項について労働衛生教育を行うこと。 

ア パラ－ニトロアニソールの性状及び有害性 

イ パラ－ニトロアニソール等を使用する業務 

ウ パラ－ニトロアニソールによる健康障害、そ

の予防方法及び応急措置 

エ 局所排気装置その他のパラ－ニトロアニソ

ールへのばく露を低減するための設備及び

それらの保守、点検の方法 

オ 作業環境の状態の把握 

カ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守

管理 

キ 関係法令 

 

○ 教育に当たっては、化学物質等安全データシ

ート（ＭＳＤＳ）を活用すること。 

 

○ 左の事項に係る労働衛生教育の時間は 4.5時

間以上とすること。  

５ パラ－ニトロアニソール等の製造等に従事する

労働者の把握について 

パラ－ニトロアニソール等を製造し、又は取り扱

う業務に常時従事する労働者について、1 月を超

えない期間ごとに従事した業務等にかかる記録を

とるとともに、30 年間保存する。 

  

 

 

○ 作業記録の内容 

① 労働者の氏名 

② 従事した業務の概要及び当該業務に従事し

た期間 

③ パラ－ニトロアニソールにより著しく汚染され

る事態が生じたときは、その概要及び講じた応

急措置の概要  

 



６ 危険有害性等の表示について 

  「化学物質等の危険有害性等の表示に関する

指針（平成４年労働省告示第６０号）」に基づき、

容器、包装等にラベルを付す等により必要な事項

を表示することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 参考として、がん原性試験結果の概要を添付

予定。 

 



⑧ １－ブロモ－３－クロロプロパンによる健康障害を防止するための指針（案） 

指針の定める事項 具体的内容 

１ 趣旨 

  この指針は、１－ブロモ－３－クロロプロパン又

は１－ブロモ－３－クロロプロパンを含有するもの

（１－ブロモ－３－クロロプロパンの含有量が重量

の１パーセント以下のものを除く。以下「１－ブロモ

－３－クロロプロパン等」という。）を製造し、又は

取り扱う業務に関し、１－ブロモ－３－クロロプロ

パンによる労働者の健康障害の防止に資するた

め、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき

措置について定めたもの。 

 

 

２ 対象物質の概要 

（１） 物理化学的情報 

 ア １－ブロモ－３－クロロプロパン 

当該物質は常温で無色の液体であるが、臭

気についての情報がなく、判別は困難である。 

また、脂溶性が比較的高い物質であるため、

体内に蓄積し、慢性的健康障害を発現する懸

念がある。 

 

  

 

○ １－ブロモ－３－クロロプロパンの基本情報 

CAS 番号 109-70-6 

性状 無色液体 

融点 － 

沸点 143.3℃ 

蒸気圧（32℃） 1.3Pa 

溶解性 水に不溶 

分配係数（logPow） 2.18 

引火点 不燃性 
 

（２） 有害性にかかる情報 

１－ブロモ－３－クロロプロパンについては、

国が実施した吸入によるがん原性試験におい

て、ラットの雌雄に肝細胞癌と肝細胞腺腫の発

生増加が認められた。また、マウスに、25ppm

という極めて低い濃度で雌雄とも、細気管支－

肺胞上皮がんと細気管支－肺胞上皮腺腫の

発生増加が認められた。 

 

 

○ １－ブロモ－３－クロロプロパンの有害性 

  厚生労働省労働基準局長通達において、強度

の変異原化学物質とされている。 

 

（３） 用途にかかる情報 

   農薬原料、医薬品原料、工業用原料として使

用されている。 

 

※ 具体的内容については、今後の検討を踏まえ、情報を追加（又は修正）する。 



２ １－ブロモ－３－クロロプロパンへのばく露を低

減するための措置について 

  １－ブロモ－３－クロロプロパン等を製造し、又

は取り扱う業務については、次の措置を講ずるこ

と。 

（１） 労働者の１－ブロモ－３－クロロプロパンへ

のばく露の低減を図るため、当該事業場にお

ける１－ブロモ－３－クロロプロパン等の製造

量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の

態様等を勘案し、必要に応じ、リスクアセスメン

トを実施し、この結果に基づいて、次に掲げる

作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措

置その他必要な措置を講ずること。 

 

 

ア 作業環境管理 

(ア) 使用条件等の変更 

 

(イ) 作業工程の改善 

(ウ) 設備の密閉化 

(エ) 局所排気装置等の設置 

 

（オ）その他の必要な措置 

 

 

 

 

イ 作業管理 

作業管理を推進するにあたっては、単位作

業場において作業管理を指揮する者の選任

を行う。作業管理を指揮する者は以下を実施

する。 

 

(ア) 労働者が１－ブロモ－３－クロロプロパ

ンにばく露されないような作業位置、作業

姿勢又は作業方法の選択 

(イ) １－ブロモ－３－クロロプロパンにばく露

される時間の短縮 

 

 

 

 

 

 

 

○ リスクアセスメントの実施 

リスクアセスメントを実施するに当たっては、安  

衛法第 28 条の２第２項に基づき「化学物質等によ

る危険性又は有害性等の調査に関する指針」を参

考に実施する。 

 

 

 

○ 作業環境管理 

・使用条件等の変更には１－ブロモ－３－クロロ

プロパンの使用温度を下げるなどして、揮発量を

抑える方法がある。 

 

・局所排気装置等には、局所排気装置、プッシュ

プル型換気装置及び全体換気装置を含む。 

・その他必要な措置には、有毒性の少ない代替物

質への変更、形状の変更、隔離室での遠隔操作

等がある。 

 

 

○ 作業管理を指揮する者の養成等にかかる記

述を予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ウ) 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保

護手袋等の保護具の使用 

 

○ 適切な保護具（例） 

１－ブロモ－３－クロロプロパンによるばく露

の低減を図る上、適切な保護具としては以下の

ものがある。 

呼吸用保

護具 

送気マスク、有機ガス用防毒

マスク。 

保護衣 情報収集中 

保護手袋 情報収集中 

 

○ 保護具に係る規格 

   なお、保護具については以下の日本工業規

格が設定されており、これら規格を参考に適切

な保護具を着用する必要がある。 

 

呼吸用保護具 ＪＩＳＴ８１５１等 

化学防護服 ＪＩＳＴ８１１５ 

化学防護手袋 ＪＩＳＴ８１１６ 

化学防護長靴 ＪＩＳＴ８１１７ 

保護眼鏡 ＪＩＳＴ８１４７ 

 

 

（２） 上記（１）によりばく露を低減するための装置

等の設置等を行った場合、次により当該装置

等の管理を行うこと。 

  ア 局所排気装置等については、作業が行わ

れている間、適正に稼働させること。 

 

イ 局所排気装置等については、定期的に保

守点検を行うこと。 

 

 

 

 

 

ウ １－ブロモ－３－クロロプロパン等を作業

場外へ廃棄する場合は、当該物質を含有す

る排気、排液等による事業場の汚染の防止

を図ること。 

 

 

 

○ 局所排気装置等の稼働要件 

（稼働要件として制御風速等を記述予定） 

 

○ 局所排気装置等の保守点検については「局

所排気装置の定期自主検査指針及びプッシュ

プル型換気装置の定期自主検査指針」（平成

20 年労働安全衛生法第 45 条第３項の規定に

基づく自主検査指針公示第１号）が公示されて

いるので、これを参考に保守点検を推進する。 

 

○ 汚染防止 

  （所管省との調整の上、適切な廃棄にかかる

留意事項を記述予定） 



（３） 保護具については、同時に就業する作業者

の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔

に保持すること。ばく露作業に従事する場合

は、必ず着用すること。また、送気マスクを使

用させたときは、当該労働者が有害な空気を

吸入しないように措置すること。 

 

（４） 次の事項について当該作業に係る作業基

準を定め、これに基づき作業させること。 

  ア 設備、装置等の操作、調整及び点検 

  イ 異常な事態が発生した場合における応急の

措置 

   

 

 

 

 

 

 

ウ 保護具の使用  

 

 

 

○ 応急措置の基準の内容 

応急措置として掲げるべき内容を記述予定 

（記述項目は以下を予定）。 

吸入した場合 

皮膚に付着した場合 

目に入った場合 

飲み込んだ場合 

予想される急性症状及び遅発性症状 

 

 

３ 作業環境測定について 

 １－ブロモ－３－クロロプロパン等を製造し、又

は取り扱う業務については、次の措置を講ずるこ

と。 

（１） 屋内作業場について、１－ブロモ－３－クロ

ロプロパンの空気中における濃度を定期的に

測定すること。 

   測定は６月以内ごとに１回実施することが

望ましい。 

 

 

 

○ 測定法 

測定方法 固体捕集方法 

分析法 ガスクロマトグラフ分

析法 
 

（２） 作業環境測定を行ったときは、当該測定結

果の評価を行い、その結果に基づき施設、設

備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。

これらの結果に基づき、必要に応じて使用条

件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改

善その他作業環境改善のための措置を講ずる

とともに、呼吸用保護具の着用その他労働者

の健康障害を予防するため必要な措置を講ず

ること。 

 

 

○ 個人ばく露測定、作業環境測定基準に基づく

Ａ測定を実施した場合に評価に活用できる参考

値は以下のとおり。なお、TLV は発がんを防止

する観点で決められたものではないが、評価上

参考にできる数値として示したものである。 

なお、当該物質は動物試験の結果、低濃度

で発がん性が認められることから可能な限り、

低い濃度で管理する必要がある。 

 



  

管理濃度 未設定 

TLV-TWA 未設定 

日本産業衛生学会 未設定 

MAK 未設定 
 

（３） 作業環境測定等の結果及び結果の評価の

記録を３０年間保存することが望ましい。 

  

４ 労働衛生教育について 

（１）１－ブロモ－３－クロロプロパン等を製造し、

又は取り扱う業務に従事している労働者及び

当該業務に従事させることとなった労働者に対

して、次の事項について労働衛生教育を行うこ

と。 

ア １－ブロモ－３－クロロプロパンの性状及び

有害性 

イ １－ブロモ－３－クロロプロパン等を使用す

る業務 

ウ １－ブロモ－３－クロロプロパンによる健康

障害、その予防方法及び応急措置 

エ 局所排気装置その他の１－ブロモ－３－ク

ロロプロパンへのばく露を低減するための設

備及びそれらの保守、点検の方法 

オ 作業環境の状態の把握 

カ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守

管理 

キ 関係法令 

 

○ 教育に当たっては、化学物質等安全データシ

ート（ＭＳＤＳ）を活用すること。 

 

○ 左の事項に係る労働衛生教育の時間は 4.5時

間以上とすること。  



５ １－ブロモ－３－クロロプロパン等の製造等に従

事する労働者の把握について 

１－ブロモ－３－クロロプロパン等を製造し、又

は取り扱う業務に常時従事する労働者について、

1 月を超えない期間ごとに従事した業務等にかか

る記録をとるとともに、30 年間保存するのが望ま

しい。 

  

 

 

○ 作業記録の内容 

① 労働者の氏名 

② 従事した業務の概要及び当該業務に従事し

た期間 

③ １－ブロモ－３－クロロプロパンにより著しく

汚染される事態が生じたときは、その概要及び

講じた応急措置の概要  

 

６ 危険有害性等の表示について 

  「化学物質等の危険有害性等の表示に関する

指針（平成４年労働省告示第６０号）」に基づき、

容器、包装等にラベルを付す等により必要な事項

を表示すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 参考として、がん原性試験結果の概要を添付

予定。 
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